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 報 道 発 表 
 

(一)水窪森線の通行再開見込みについて 

一般県道水窪森線について、天竜区水窪町地頭方地内において発生した落石災害によ

り 5月 1日（月）から全面通行止めとしておりますが、復旧工事に着手し、見通しがつ

いたため、令和５年６月上旬を目途に通行を再開します。 

記 

【被災概要】 

■ 場    所：静岡県浜松市天竜区水窪町地頭方地内（位置図参照） 

■ 発 見 時 間：令和５年４月 30日（日）21時 45分頃（中部電力より通報） 

■ 被 災 状 況：延長 L=約 40ｍ 

■ 市民への影響：人的被害なし、孤立集落なし、迂回路あり ※迂回路は別紙参照 

■ 対 応 状 況：・５月１日（月）９時より現地確認した結果、斜面上部に更に崩落 

する恐れのある不安定な岩塊を確認 

・５月１日（月）12時から応急復旧工に着手 

■ 通 行 規 制 

 

 

 

 

 

 

 

※降雨時は状況により通行止めとさせていただきます。 

※６月上旬より緊急車両、ふれあいバスは通行可。 

          ※天候等により再開見込みは変更となる場合あり。 

※詳細日時が確定次第再度お知らせします。 

【復旧方法】 

全面通行止め  令和５年６月上旬まで 

①仮設防護柵工  ➢作業時の安全確保、道路への落石を防止するため防護柵を設置 

  ②小割工    ➢斜面上部に残っている不安定な岩塊を小割し、除去 

時間帯通行止め 令和５年６月上旬～（予定） 

  ③斜面上の倒木除去 

   ➢倒木除去の完了後、時間帯通行止めを解除し終日片側交互通行へ変更 

 片側交互通行  令和５年７月上旬～（予定） 

④斜面の崩落対策、落石対策、被災した道路施設を復旧 

 ➢重機等の作業に伴い、一時的に通行止めを実施 

規 制 内 容 期　間

　全面通行止め（終日） ～６月上旬

　時間帯通行止め（日曜日を除く）
　通行可能時間（片側交互通行）
　　①１２：００～１３：００
　　②１７：００～８：３０

６月上旬～７月上旬

　片側交互通行（終日）
　※重機等の作業に伴う一時的な通行止めを実施

７月上旬～
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※迂回路延長 L=約 103km 

 （一）水窪森線 ～（国）362号 ～（国）152号 ～（一）水窪森線 

発生箇所 

規制区間 L=0.1km 


